
行
っ
て
み
よ
う
！

ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
の
催
し

●
大
き
く
な
っ
た
ね
＆
お
た
ん
じ
ょ
う

び
お
め
で
と
う
＝
対
親

子
　
日
12
月
11
日（
月
） 

午
前
10
時
〜
正
午
、
午

後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分
　
内
子
ど
も

の
成
長
記
録
と
し
て
、
身
体
測
定
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
誕
生
日
の
子
ど
も
に

は
、
お
誕
生
カ
ー
ド
を
贈
呈

●
親
子E

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

NGLISH!（
小
学
校
低
学
年
ク

ラ
ス
）＝
対
小
学
校
低
学
年（
保
護
者
同
伴
）　

日
12
月
10
日（
日
）午
後
2
時
30
分
〜
3

時
30
分
　
内
発
音
・
こ
と
ば
の
ち
が
い

を
、
遊
び
を
通
し
て
耳
と
動
き
で
ま
な

ぼ
う
！
　
定
８
人
　
料
500
円

共
申
電
話
で
、
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
へ
。

問
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館

 

（
☎
227−

２
５
８
１
）

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の

貸
し
付
け
に
つ
い
て

　
進
学
に
係
る
費
用
や
就
職
の
準
備
金

な
ど
、
必
要
な
資
金
の
貸
付
制
度
で
す
。

申
請
か
ら
貸
し
付
け
ま
で
最
長
２
カ
月

か
か
り
ま
す
の
で
、
早
目
に
相
談
を
。

※
貸
し
付
け
に
は
一
定
の
条
件
あ
り　

※
申
請
後
の
審
査
に
よ
り
、
貸
付
金
額

の
減
額
や
、
貸
し
付
け
が
で
き
な
い
場

合
あ
り　

対
市
内
在
住
の
母
子

家
庭
の
母
・
父
子
家

庭
の
父
・
寡
婦
、
父
母
の
い
な
い
児
童

※
現
在
の
収
入
で
必
要
な
経
費
を
賄
え

る
場
合
は
対
象
外
　
申
▽
申
請
期
限
＝

毎
月
10
日　
※
申
請
前
に
事
前
面
談
が

必
要（
要
予
約
）※
受
け
付
け
＝
平
日
午

前
９
時
〜
午
後
４
時

申
問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
８
）

楽
し
い
催
し
が
い
っ
ぱ
い

児
童
館
の
イ
ベ
ン
ト

●
ゆ
た
か
児
童
館（
☎
253−

８
２
８
１
）

▽
親
と
子
の
防
火
指
導
教
室
＝
対
幼
児

と
そ
の
保
護
者
　
日
12
月
４
日（
月
）午

前
10
時
30
分
　
内
紙
芝
居
、
消
防
車
の

見
学
と
記
念
撮
影
な
ど
。

●
ひ
か
り
童
夢（
☎
229−
０
９
８
０
）

▽
文
関
小
合
唱
ク
ラ
ブ
ク
リ
ス
マ
ス
コ

ン
サ
ー
ト
＝
対
幼
児
と
保
護
者
、
小
学

生
　
日
12
月
9
日（
土
）午
前
11
時　
▽

パ
ス
テ
ル
画
教
室
＝
対
幼
児
と
保
護
者
、

小
学
生
　
日
12
月
16
日（
土
）午
後
1
時

50
分
　
定
20
組（
先
着
順
）
　
持
お
し
ぼ

り
、
10
円
玉
　
申
12
月
9
日（
土
）ま
で

に
直
接
か
電
話
で
、
ひ
か
り
童
夢
へ
。

●
ひ
こ
ま
る（
☎
266−

３
３
２
１
）

▽
親
子
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
＝
対
乳
幼
児
と

保
護
者
　
日
12
月
8
日（
金
）午
前
11
時

20
分　
▽
新
聞
紙
で
た
こ
づ
く
り
＝
対

幼
児
と
保
護
者
、
小
学
生
　
日
12
月
９

日（
土
）午
前
10
時
30
分
　
定
15
人（
先
着

順
）　
料
100
円（
材
料
費
）　
申
直
接
か
電

話
で
、
ひ
こ
ま
る
へ
。

●
宇
賀
児
童
館（
☎
776−

０
０
０
１
）

▽
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
年
賀
状
を
作
ろ
う
＝

対
幼
児
と
保
護
者
、
小
学
生
　
日
12
月

9
日（
土
）午
前
10
時
30
分　
▽
ク
リ
ス

マ
ス
お
楽
し
み
会
＝
対
幼
児
と
保
護
者
、

小
学
生
な
ど
　
日
12
月
16
日（
土
）午
後

１
時
30
分
　
内
カ
バ
お
じ
さ
ん
の
腹
話

術
や
歌
、
ゲ
ー
ム
な
ど
　
定
50
人（
先
着

順
）　
申
12
月
１
日
〜
12
月
10
日
に
、
直

接
か
電
話
で
宇
賀
児
童
館
へ
。

介
護
予
防
教
室 

「
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
教
室
」

　
い
つ
ま
で
も
い
き
い
き
と
し
た
生
活

が
送
れ
る
よ
う
、
体
操
や
運
動
を
行
い

ま
す
。
※
１
人
１
教
室
ま
で　
※
全
12

回
程
度　

対
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
医
師
な
ど

か
ら
運
動
を
制
限
さ
れ
て
い
な
い
、
要

介
護
認
定
が
な
い
方
　
所
日
①
市
民
セ

ン
タ
ー
＝
毎
週
金
曜
日 

午
前
10
時
〜
11

時
30
分　
②
北
部
公
民
館
＝
毎
週
木
曜

日 

午
前
10
時
〜
11
時
30
分
　
定
25
人
　

申
電
話
で
、
①
12
月
20
日（
水
）ま
で
に

本
庁
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
☎

250−

８
５
２
１
）、
②
12
月
15
日（
金
）ま

で
に
本
庁
北
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
255−

１
１
１
１
）へ
。

問
長
寿
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

福
祉
・医
療

ひ
き
こ
も
り
を
考
え
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
「
社
会
的
ひ
き
こ
も
り
」と
い
う
、
日

本
の
現
代
社
会
が
抱
え
る
問
題
の
解
決

に
向
け
て
、
ひ
き
こ
も
り
本
人
や
家
族
、

支
援
者
が
一
層
の
理
解
と
連
携
を
深
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
す
。

日
12
月
10
日（
日
）午
後
１
時
30
分
〜
４

時
　
所
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
岩
国（
岩
国
市
三

笠
町
一
丁
目
）※
成
人
保
健
課
で
は
ひ
き

こ
も
り
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す

問
成
人
保
健
課（
☎
231−

１
４
１
９
）

紙
お
む
つ
な
ど
の
介
護
用
品
を
支
給

　
要
介
護
者
を
介
護
す
る

同
居
家
族
に
、
紙
お
む
つ

な
ど
を
支
給
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
要
介
護

者
を
介
護
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
同
居
家
族　
▽
市
内
に
居
住
し
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る　
▽
要
介
護
３・

４
・
５
で
あ
る　
▽
生
活
保
護
を
受
給

生活・福祉の総合相談窓口

相談無料、秘密厳守

　仕事や就職活動、家計のやりく
り、借金、家賃の支払いなど、あ
なたの生活・福祉に関する悩み、
困り事の解決を支援します。
※家族や身近な方からもご相談い
ただけます

どうして我が家は毎月お金が足りないの
「どうしよう」を
　　 相談しよう！

日平日午前９時～午後５時

社会福祉法人下関市社会福祉協議会
【本　　所】☎232－2003（貴船町）
【菊川支所】☎287－0126（下岡枝）
【豊田支所】☎766－0641（矢田）
【豊浦支所】☎774－1122（川棚）
【豊北支所】☎782－1745（滝部）

平成30年４月からの
児童クラブ入会児童募集

対平成30年４月１日時点で、市内の小学校に
就学予定の児童か、市内在住で市外の小学校に
就学予定の児童で、その保護者が次の理由によ
り、昼間家庭で児童の保育ができないと認めら
れる場合　 ▽自宅外か自宅内での仕事　 ▽出産
前後　 ▽長期の疾病か心身の障害　 ▽同居家族
の介護・看護　 ▽災害の被災・復旧　 ▽その他、
市長が特に必要と認める状態　持放課後児童ク
ラブ入会申請書、各種証明書など必要な書類、
印鑑、口座振替依頼書（本人用控）の写し　申１
月９日〜２月７日（必着）に、
入会希望の児童クラブへ。
※日曜日、祝日を除く　※申
請書などは、12月11日（月）
から各児童クラブ、こども家
庭課、各総合支所市民生活課で配布
問こども家庭課（☎231–1431）

平成29年12月号 14

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ



し
て
い
な
い　
※
要
介
護
３
の
場
合
は
、

平
成
29
年
４
月
１
日
以
降
に
合
計
３
万

円
を
超
え
る
介
護
用
品
を
購
入
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
領
収
書
を
添
付
し
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て

申
請
を
　
内
▽
支
給
品
目
＝
紙
お
む
つ
、

尿
取
り
パ
ッ
ド
、
ゴ
ム
手
袋
、
お
尻
拭

き
シ
ー
ト　
▽
支
給
限
度
＝
２
カ
月
に

つ
き
１
万
円
を
上
限
と
し
て
現
物
支
給

▽
利
用
者
負
担
＝
支
給
に
要
す
る
費
用

の
１
割

問
長
寿
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
766−

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
782−

１
９
２
２
）

国
民
健
康
保
険
料
算
定
に
係
る

所
得
等
の
申
告
が
変
わ
り
ま
す

　
平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
算

定
の
た
め
、
平
成
30
年
1
月
に
所
得
等

の
申
告
書（
簡
易
申
告
書
）を
対
象
の
方

に
発
送
し
ま
す
。
申
告
書
の
様
式
に
変

更
が
あ
り
ま
す
の
で
、
同
封
の
説
明
書

を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
用
の
簡
易

申
告
を
し
て
い
た
方
で
あ
っ
て
も
、
平

成
29
年
中
に
収
入
の
あ
る
場
合
や
、
保

育
料
算
定
・
公
営
住
宅
入
居
審
査
・
そ

保
険
・
年
金

の
他
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
す
る
た

め
に
税
務
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
市・

県
民
税
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
※
収

入
の
な
い
方
や
、
非
課
税
収
入（
遺
族
・

障
害
年
金
、
失
業
保
険
な
ど
）の
み
の
方

に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
保
険
年
金
課

窓
口
で
簡
易
申
告
が
で
き
ま
す

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金

直
接
支
払
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
出
産

し
た
と
き
、
出
産
育
児
一
時

金
が
世
帯
主
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
出
産
費
用
に
充
て
る
た
め
に
医
療

機
関
へ
直
接
支
払
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

内
上
限
42
万
円　
※
出
産
費
用
が
42
万

円
未
満
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
差
額
を

支
給　
※
産
科
医
療
補
償
制
度
に
加
入

し
な
い
医
療
機
関
で
出
産
し
た
場
合
、

１
万
６
０
０
０
円
を
減
算　
※
出
産
日

翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、

支
給
不
可

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
の
入
院
時
食
事

代
等
減
額
制
度
の
申
請
を

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
そ
の

月
に
支
払
う
自
己
負
担
限
度
額
が
最
初

か
ら
低
所
得
区
分
の
も
の
と
な
り
、
ま

た
、
入
院
時
の
食
事
代
が
安
く
な
る
後

期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
制
度
が
あ
り
ま
す
。
申

請
月
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
認
定
証
の
交

付
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
適
用
期
間
＝
申
請
月
の
１
日
〜
平
成

30
年
７
月
31
日
　
持
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
過
去
１
年
間
の

入
院
領
収
書
、
年
金
証
書（
老
齢
福
祉
年

金
受
給
者
の
み
）　
申
保
険
年
金
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支

所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
３
０
６
）、 

各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、

昭
和
28
年
１
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
で
、

日
常
生
活
に
介
護
が
必

要
な
た
め
介
護
保
険
の

サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方
　
持
介
護
保

険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類
　
申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
介
護
保
険
課（
☎
231−

３
１
８
４
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
日
12
月
15
日（
金
）

午
後
１
時
〜
４
時
　
定
６
人（
先
着
順
）

申
12
月
１
日
〜
15
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
766−

２
０
７
９
）へ
。

相
　
談

●
市
民
相
談
所
＝
毎
週
月
・
木
曜
日
の

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時　

※
祝
日
休
み
　
定
12
人（
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）※
職

員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午
前
９

時
〜
午
後
４
時
に
実
施

問
市
民
相
談
所（
☎
231−

３
７
３
０
）

勤
労
福
祉
会
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

▽
労
働
相
談
＝
雇
用
問
題
や
賃
金
・
休

暇
・
労
働
時
間
な
ど　

日
毎
週
火
・
木
、
第

１
・
３
・
５
金
曜
日
、

第
２
・
４
土
曜
日
の

午
前
９
時
〜
午
後
５

時　
※
相
談
は
直
接
来
館
か
電
話
、
Ｅ

メ
ー
ル（
勤
労
福
祉
会
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内 

労
働
相
談「
入
力
フ
ォ
ー
ム
」か
ら

送
信
）

問
勤
労
福
祉
会
館（
☎
223−

２
１
７
１
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

０
９
７
８
）

お
知
ら
せ

行政相談・人権相談・年金相談（12月）
・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見等
　【詳細】山口行政監視行政相談センター（☎083-932-1100）
・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、
　いじめ、体罰、名誉侵害等、人権問題全般
　【詳細】山口地方法務局　下関支局（☎234-4000）
・年金相談…年金に関する事
　【詳細】山口県社会保険労務士会　下関支部
� （☎083-923-1720）
問市民文化課（☎231-1830）
内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

11 月 10：00～12：00 菊川町総合福祉会館
13 水

13：00～16：00
市役所本庁舎新館５階

14 木 長府公民館
15 金 川中公民館
19 火

10：00～12：00
豊浦総合支所

20 水 豊北保健センター
22 金 社会福祉協議会豊田支所

人権相談
7 木

10：00～12：00

小月公民館
勝山公民館

11 月 菊川町総合福祉会館
20 水 豊北保健センター

年金相談 13 水 13：00～16：00 市役所本庁舎新館５階

対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先マークの見方平成29年12月号15

イ
ベ
ン
ト

ス
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ー
ツ
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座
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健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ


